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資料その１ 

平成２９年度前期分 授業料免除について 
◇対 象 小白川キャンパスの在学⽣ 
◇申 請 期 限 平成２９年３⽉２日（木）１６：３０［厳守］ 

※ただし、土・日・祝日を除く 

◇時 間 ９：３０〜１２：００／１４：００〜１６：３０［厳守］ 
◇提 出 場 所 学⽣センター１階学⽣課奨学担当窓口 

注意 
‼郵送での提出はできません。必ず申請者が窓口に提出してください。 
‼申請期限を過ぎての願書の提出はいかなる理由があっても⼀切受け付

けません。 

‼平成２８年度分授業料を完納されていない⽅は申請できません。 
‼願書提出後、３⽉１３日〜３⽉１６日に受理証を受取りに担当窓口に来

てください。この期間に窓口に来られない⽅は２⽉１０日（⾦）までに 
担当窓口に申し出てください。 

‼願書提出後、４⽉１日までに変更があった⽅は速やかに担当まで申し出
てください。変更があったにも関わらず申し出なかった場合、遡って免
除許可を取り消します。 

 

全員が提出する書類 ※印のあるものは発⾏日が申請日から３か⽉以内のもののみ有効  

！）所得証明書、住⺠票は発⾏後に塗り潰す、ホッチキスを取る等⼿を加えたものは不可。  

 提出書類  注意事項  

１  授業料免除願書 
・平成２９年４⽉１日現在（⾒込）で、申請者本人が記入。 

・保証人署名欄のみ保証人（⽗⺟等）の自署が必要。  

２  
平成２８年度（平成２７年分）  

所得証明書※ 

・就学者及び就学前児を除く家族全員分を提出  

（主婦、高齢者、無職者等も必要）  

・独⽴⽣計の申請者は提出が必要。  

・収入⾦額が明記（所得がない場合は０円と記載）されているもの  

・原則１人１枚発⾏のものを提出。１枚に世帯全員分記載のものは不可。 

・日本以外の証明書の場合、日本語訳も添付してください。  

３  

平成２９年１⽉１日以降発⾏の  

住⺠票（世帯全員のもの）
※  

・家族全員分の住⺠票  

（本籍、続柄、住⺠票コード、マイナンバーを載せていないもの） 

・二世帯以上の家族が同じ住所に住んでいる場合、その世
帯分全ての住⺠票（世帯全員のもの）を提出。  

・住⺠票抄本（個人のもの）は不可  
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該当する家族がいる場合提出する書類 オレンジ色の部分は今年から変更した部分です。 

（！）各種様式は山形大学ホームページからダウンロードしてください。  
古い様式での提出はできません。必ず最新の様式を入⼿してください。  

（！）添付書類にホッチキスをしないでください。（役所で予め留められていたものを除く）  

（！）すべてＡ４サイズに整えてください。  
※印のあるものは発⾏日が申請日から３か⽉以内のもののみ有効  

 該当事項  提出書類等（Ａ４サイズに整えて提出）  

4 

給
与
収
入
の
あ
る
者 

平成２８年１⽉１日
以前に 就職 ・平成２８年分の源泉徴収票の写し 

平成２８年１⽉２日
以降に 就職 

①平成２８年分の源泉徴収票の写し 
②給与支払（⾒込）証明書※（様式２）または 

直近３ヵ⽉分給与明細書の写し（余白に賞与の有無と就職年⽉
日を記入。） 

満３か⽉分の給与明細がない場合は給与支払（⾒込）証明書を提出すること。 

平成２８年１⽉１日
以降に 退職 

①平成２８年分源泉徴収票の写し 
②退職証明書（様式３でも可） 
③退職証明書に退職⾦の有無の記載がない場合、⾦額等 

それがわかる書類 

・上記に該当するものが複数ある場合はすべてを提出。 
・休職中、源泉徴収票が発⾏されない等の場合は早めに担当窓口までご相談ください。 

5 給与収入以外の 
所得のある者 

・平成２８年分確定申告書（控）第⼀表・第二表の写し 
（分離課税分がある場合は、第三表及び付表等も提出）または 
平成２９年度市区町村・都道府県⺠税申告書（控）両面の写し 

6 
年⾦・恩給受給者 
（遺族、障害者年⾦等を含む） 

①平成２８年分の年⾦源泉徴収票の写し 
②最新の払込通知書または改定通知書の写し※ 
！遺族年⾦、障がい者年⾦等非課税の年⾦の場合、源泉徴収票の写しは不要です。

最新の振込通知書を提出してください。 

7 失業給付⾦受給者 
（受給予定を含む） 

・雇⽤保険受給資格者証の裏表全ページの写し 

8 ⽣活保護費 
児童扶養⼿当等受給者 

・⽣活保護支給額通知書や各種⼿当証書の写し等 

9 

高
等
学
校
以
上
の

就
学
者

 

国⽴の学校 ・在学・授業料免除状況証明書（様式７）※ 

公⽴、私⽴の学校 ・在学証明書（各学校所定の様式）※ 
・４⽉から新入学⽣の場合、不⾜書類⼀覧（様式１）を提出し、 

４⽉１４日（⾦）まで証明書を提出。 
・夜間、定時制、通信制の場合、上記と申⽴書（様式５）を提出。 

予備校、職業訓練校、 
大学校等に在籍 

・申⽴書（様式５） 
就学者に含まれません。就学者を除く家族欄に名前を記入 

10 ⺟⼦・⽗⼦世帯 
・⺟⼦・⽗⼦世帯申⽴書（様式４） 

上記６，８を参照。 
・⺟⼦⽗⼦世帯の詳細については資料その２を参照してください。 
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 該当事項  提出書類等（Ａ４サイズに整えて提出）  

11 
⻑期療養者がいる世帯 
！）確定申告で医療費控除を
した者のみ対象 

①平成２８年分確定申告書（控）第⼀表・第二表の写し 
②病名と療養期間（６ヵ⽉以上）が確認できる診断書※ 

12 障がい者等がいる世帯 ①障がい者⼿帳の写し 
上記６を参照。 

13 
家計支持者が単身赴任で
別居している世帯 

・別居先の家賃、光熱⽔費領収書の写し 
または支払証明書（１年分）・提出された領収書分を控除 

14 
平成２８年 1 ⽉以降に 
死亡した者がいる世帯 

・死亡診断書の写しまたは除籍抄本の写し 
・保険⾦関係書類の提出は不要。 

15 
申請者本人が給付型給付型給付型給付型奨学
⾦を受給している場合 

・奨学⾦の受給⾦額、受給期間のわかるもの 
・日本学⽣支援機構等貸与型は不要。 

16 独⽴⽣計者及び留学⽣ 
①⽣活費収支申告書（様式８） 
②独⽴⽣計者は、本人（配偶者）が被保険者の家族全員分の健康

保険証写し 

17 
注１ 

東日本大震災で被災した
世帯 

・被災の程度が明記された罹災証明書（全壊・大規模半壊）、被災
証明書（原発事故により避難）等 

注１ 東日本大震災により被害を受け、証明する書類等を提出した⽅は、被災状況を考慮して審査をすることが  

あります。予算が未定のため、必ずしも考慮されるとは限りません。  

期限までに提出できない書類がある  不⾜書類⼀覧（様式１）  

注意事項 

・申請内容の事実確認のため、本資料に例⽰されたもの以外に提出を求めるこ
とがあります。担当者の指⽰に従ってください。 

・記載事項が事実と相違していた場合は、免除許可を取り消します。 

・各種書類に「マイナンバー」は記載しないでください。 

・願書提出後、不備や不明な点がある場合は、申請者本人の携帯電話に連絡を
します。特別な理由（入院等）がなく連絡が取れない場合は、審査の対象か
ら除外します。 

・後期分の免除申請を希望される⽅は、夏休み前頃に改めて申請書類等の提出
が必要です。詳細は掲⽰板にてお知らせいたします。 

判定結果の通知と授業料の納⼊  

・前期分の判定結果の決定通知は、７⽉上旬（予定）に送付いたします。  

・判定結果が出るまで、授業料の納入が猶予され、登録口座からの引き落しが⼀時停⽌さ
れます。  

・前期分判定結果が半額免除または不許可となった⽅の前期分授業料の引落し日は、  

７⽉２６日（⽔）です。授業料請求額が指定された口座から⼀括で引き落されます。  
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Frequently Asked Questions 

Q：願書に記入する家族に、祖⽗⺟は含まれますか。  

A：同居の場合（二世帯住宅等含む）含まれます。願書に記入してください。  
 

Q：市役所等発⾏の所得証明書に給与収入額が記載されています。  

源泉徴収票の提出は必要ですか。  

A：源泉徴収票では、昨年の給与収入額と転職の有無、所得証明書は２年前の所得（収
入）の内訳を確認します。必ず両⽅の書類を提出してください。  

 

Q：確定申告時に源泉徴収票を提出したため、源泉徴収票が⼿元にありません。  

内容に間違いありませんので、確定申告書を提出すればいいですか。 

A：確定申告書では代⽤できません。源泉徴収票の再発⾏の⼿続きをしてください。  

 

Q：書類の発効日が古いものでも提出できますか。  

A：資料記載の提出書類に※印が付いているものは、申請日（前期は４⽉１日）から  

３か⽉以内に発⾏されたもののみ有効です。※印のないものは発⾏されている中
で最新のものを提出してください。  

 

Q：兄が３⽉に大学を卒業し、４⽉から就職します。どのような書類が必要ですか。  

A：家族と同居する場合：所得証明書及び勤務先から発⾏の給与支払⾒込証明書（様式２） 

家族と同居しない場合：願書に名前は記入せず、住所が別であることがわかる書類
（アパート契約書の写し等）を提出してください。  

！４⽉から同居しない家族の書類は、事実確認のため４⽉以降発⾏の書類に限る場合があります。 
 

Q：妹が４⽉から進学予定で、申請期限までに受験の結果がわかりません。願書にはどの
ように記入しますか。  

A：申請書類提出時は、学校名欄に「受験中」と鉛筆で記入してください。正式に決定
後、在学証明書の提出とともに願書にボールペンで進学先を記入します。  

 
問い合わせ先  

小白川キャンパス 

山形大学小白川キャンパス事務部 学⽣課奨学担当 

TEL ０２３－６２８－４１３９／４１３８ 土日祝日を除く平日の９：００〜１６：００ 

保護者からの電話問い合わせ等はご遠慮願います。  

詳しくは別添「免除申請に関する留意事項」をご覧ください。  

 
【！】本資料記載内容のほか、授業料免除申請の詳細については、「資料その２学費免除・徴

収猶予申請について」を確認してください。山形大学ＨＰから各自ダウンロードしてく
ださい。  

「個⼈情報の利⽤」について  

提出いただいた書類の個人情報は、授業料免除申請及び免除決定事務にのみ使⽤し、第三者に開⽰・
提供・預託することはありません。  


